
スポトピアイベント開催事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下

「規則」という。）第４条の規定に基づき、スポトピアイベント開催事業費補助金（以

下「本補助金」という。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、本県のスポーツ機運を更に高めることで、スポーツに対する意欲

・関心の向上を図り、より多くの県民のスポーツ習慣化に繋げることを目的として交

付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的を達成するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事

業」という。）を行う団体等に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第２欄に掲げる経費（以下「補助対象経

費」という。）の額（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税

に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係

る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。）

を除く。）に、同表の第３欄に定める率（以下「補助率」という。）を乗じて得た額

と同表第４欄に掲げる限度額のいずれか低い額とする。 

３ なお鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助

事業の実施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、事業着手の１４日前までもしくは地域社会振興部長が

別に定める日までのいずれか早い日までに行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ

様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特

定収入割合が５パーセントを超えている公益法人等（消費税法別表第三に掲げる法人

及び同法第２条第７項に規定する人格のない社団等）若しくは地方公共団体であると

き、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第２項の規定にかかわらず、仕入

控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額（以下「仕入控除税額を含

む額」という。）の範囲内で交付申請をすることができる。 

 

（交付決定の時期等） 



第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から起算して２０日

以内に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

３ 知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第２項の規定にかか 

わらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合に 

おいては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の 

額（変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。）から当該 

仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。 

 

（承認を要しない変更） 

第６条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、増額又は３割以上の減額以外

の変更とする。 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（実績報告の時期等） 

第７条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に

掲げる日までに行わなければならない。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中

止若しくは廃止の日から３０日を経過する日又は交付決定を受けた年度の翌年度の

４月２０日のいずれか早い日 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、交付決定を受けた年度の翌年度の

４月１０日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書

類は、それぞれ様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、本補助金の実績報

告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」

という。）が交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交付決定控除税額」という。）

を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければなら

ない。 

４ 補助事業者は、補助金の実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合

において、その額が実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超え

るときは、 

当該交付決定控除税額）を超えるときは、様式第４号により速やかに知事に報告し、 

知事の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を県に返還しなければならない。 

 

（雑則） 

第８条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、

地域社会振興部長が別に定める。 

 



   附 則 

この要綱は、令和４年５月２０日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和５年７月２８日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和７年３月２４日から施行する。 



別表（第３条関係） 

１  
補助事業 ２  

補助対象経費 
３  

補助率 

 
４  

補助限度額 

事業名 事業内容  

トップアスリー
ト招聘イベント
開催支援事業 

オリンピアン・パラリンピアン及
びプロ選手（プロチーム※1）を
招聘したスポーツイベントを実
施する。（参加者を限定すること
なく、広く募るものに限る） 

 
 
 
第１欄の補助事業を実施するために要
する以下の経費。 
謝金、旅費（講師のみに限る） 

 

 

１/２ 

 

５００千円 

１団体あたり２回限り 

(令和６年度から起算) 

県内スポーツ普
及拡大支援事業 

県民のスポーツに対する意欲・関
心の更なる向上を目指し、鳥取県
内で独自に行われてきたスポー
ツに関する取組※２の規模を拡
大する。 

第１欄の補助事業を実施するために要
する以下の経費。 
謝金、旅費（講師のみに限る）、委託費
（県内事業者が実施したものに限る。た
だし、止むを得ない事情で県内事業者へ
の発注が困難と県が認めた場合につい
ては、この限りではない。）、需用費（消
耗品費、食糧費（講師のみに限る）、印
刷製本費）、使用料及び賃借料、役務費
（通信運搬費、手数料） 

 

 

１/２ 

 

 

初回目 ５００千円 

２回目 ３００千円 

１団体あたり２回限り 

(令和６年度から起算) 

   ※1 「プロ選手及びプロチーム」の定義（以下のいずれかを満たしていること） 

   （１）スポーツを職業として、収入を得ているもしくは得ていた選手およびチーム。 

   （２）プロリーグや世界選手権大会等への出場経験がある選手およびチーム。 

  ※２ 鳥取県内で独自に行われてきたスポーツ関連の取組の例 

（１）独自にニュースポーツを考案し、全県規模で普及活動や大会等を実施してきた。 

（２）マイナースポーツ等の聖地化・活性化を目指して、県内で普及活動や大会等を継続してきた。 

（３）全国的に広く普及していないスポーツ事業等を率先して進めてきた。 

（４）地域の特徴や文化・伝統等に結び付いた、他の地域にはない独自性のあるスポーツイベントを新たに創出して開催してきた。            



様式第１号（第４条、第７条関係） 

 

    年度スポトピアイベント開催事業計画（報告）書 

 

１ 事業名 

□ トップアスリート招聘イベント開催支援事業 

□ 県内スポーツ普及拡大支援事業 

 

２ 事業方針 

   

 

３ 事業実施期間 

 

４ 事業実施場所 

 

５ 事業参加者（人数） 

 （１）今年度の参加者（見込） ：    人 

 （２）過去３年間の参加者平均 ：    人  

    ※（２）について「県内スポーツ普及拡大支援事業」を申請される場合のみ記載してください。 

 

６ 事業費内訳 

（単位：円） 

科  目 金  額 積  算  内  訳 

補

助

対

象

経

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補

助

対

象

外

経

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計   

※他補助金を活用する場合は、その金額を当該補助金の補助対象経費から控除すること。 

 

 



７ 事業内容 

 

 

 

 

 

８ 補助対象経費のうち、委託料について、県内事業者への発注が困難な理由等 

※該当がある場合についてのみ記載してください。 

 

 

９ 他の補助金の活用の有無（有・無） 

 ※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をしてください。 

 ※「有」の場合は、活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先

（補助金を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載してください。 

 

 

１０ 消費税の取り扱い（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者） 

 

 

１１ 添付書類 

事業ごとにそれぞれ以下の資料を添付の上申請してください。 

（１）トップアスリート招聘イベント開催支援事業 

   招聘について、相手方の承諾を証明する資料（メール文面の写しでも可。） 

 

（２）県内スポーツ普及拡大支援事業 

    これまでの活動実績を示す以下の資料 

① 過去３年間の開催状況一覧（開催日、会場、参加者数、内容等を簡単にま

とめたもの）※様式は任意とします。 

② 活動内容がわかる資料（大会要項、イベントチラシ等） 

 

※審査項目 

（１）トップアスリート招聘イベント開催支援事業 

① オリンピアン・パラリンピアン及びプロ選手（プロチーム）が招聘されている

こと。 

② 本補助金の申請が令和６年度から起算して、１団体あたり２回までの申請であ

ること。 

 

（２） 県内スポーツ普及拡大支援事業 

① これまで継続して活動してきた実績を有していること。 

② 本補助金の申請が令和６年度から起算して、４回目以降ではないこと。 



様式第２号（第４条、第７条関係） 

 

  年度スポトピアイベント開催事業収支予算（決算）書 

 

 

 収 入 

（単位：円） 

科  目 金  額 積  算  内  訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計   

※収入の内容を具体的（入場料収入、販売収入等）に記載すること。 

※当該補助金を含む収入により、事業内容に収益が生じること認めないものとする。  

※免税事業者以外の申請者は、消費税額を控除した額を記載すること。 

 

 支 出 

（単位：円） 

科  目 金  額 積  算  内  訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計   

 ※事業実績の概要が分かる資料を添付してください。



様式第３号（第５条関係） 

第        号 

  年  月  日 

 

 

              様 

 

 

                      鳥 取 県 知 事 

 

 

    年度スポトピアイベント開催事業費補助金交付決定通知書 

 

   年  月  日付の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった  年

度スポトピアイベント開催事業費補助金（以下「本補助金」という。）については、

鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）

第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので、規則第８

条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業 

  本補助金の補助事業は、「〇〇〇〇事業」とし、その内容は・・・・とする。 

 

２ 交付決定額等 

本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、補助事業

の内容が変更された場合におけるそれらの額については、別に通知するところによ

る。 

  （１）算定基準額    金            円 

  （２）交付決定額    金            円 

 

３ 経費の配分 

本補助金の補助対象経費の配分は、・・・・・・・・とする。ただし、補助事業

の内容が変更された場合においては、別に通知するところによる。 

 

４ 交付額の確定 

本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額に第３条第２項及び第５条第３項

の規定を適用して算定した額と、前記２の（２）の交付決定額（変更された場合は、

変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 

 

５ 補助規程の遵守 

本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等については、規則及び要綱の規定に

従わなければならない。 

 

 



様式第４号（第７条関係） 

 

                                                      年   月   日 

 

鳥取県知事   氏名    様 

 

                                   申請者 住所             

                                         氏名          印  

                                 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

 

  年度スポトピアイベント開催事業仕入控除税額確定報告書 

 

スポトピアイベント開催事業費補助金交付要綱第８条第４項の規定に基づき、下記

のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金の確定額及び補助対象経費の額 

（１）補助金の確定額      金          円 

（２）補助対象経費の額     金          円 

    （令和  年  月  日付第・・・・・号による通知額） 

 

２  実績報告控除税額 

（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、交付決定控除税額） 

                 金          円 

 

３  消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入控除税額 

                金          円 

 

４  補助金返還相当額（３－２＞０の場合） 

                １の（１） 

（３－２） ×         金          円                  

        １の（２） 

（注１）別紙として積算の内訳を添付すること。 

    （注２）申請者が氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。 


